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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月15日(2015.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＬＬ４の生物学的活性に拮抗する抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片を含有
する、ヒトにおける癌を治療するための医薬製剤であって、治療上有効量の電離放射線と
組み合わせて投与されるように用いられることを特徴とする、上記製剤。
【請求項２】
　ＤＬＬ４の生物学的活性に拮抗する抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片を含有
する、ヒトにおける腫瘍細胞増殖または腫瘍血管新生を低減または阻害するための医薬製
剤であって、治療上有効量の電離放射線と組み合わせて投与されるように用いられること
を特徴とする、上記製剤。
【請求項３】
　ＤＬＬ４の生物学的活性に拮抗する抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片を含有
する、ヒトにおける悪性腫瘍細胞浸潤または転移を低減するための医薬製剤であって、治
療上有効量の電離放射線と組み合わせて投与されるように用いられることを特徴とする、
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上記製剤。
【請求項４】
　ＤＬＬ４の生物学的活性に拮抗する抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片を含有
する、ヒトにおける新生物を低減または阻害するための医薬製剤であって、治療上有効量
の電離放射線と組み合わせて投与されるように用いられることを特徴とする、上記製剤。
【請求項５】
　ＤＬＬ４の生物学的活性に拮抗する抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片を含有
する、対象における腫瘍再成長を遅延させるための医薬製剤であって、電離放射線の少な
くとも１回線量での治療後に投与されるように用いられることを特徴とする、上記製剤。
【請求項６】
　前記癌、腫瘍、または新生物は、結腸直腸癌、転移性結腸癌、結腸癌、直腸癌、膠芽腫
、乳癌、非小細胞肺癌、頭頚部癌、腎細胞癌、子宮頸癌、卵巣癌、または前立腺癌である
、請求項１～５のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項７】
　前記抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片は、ヒト抗体またはその断片である、
請求項１～６のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項８】
　前記抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片は、
　　配列番号１に記載されるＣＤＲ１、配列番号２に記載されるＣＤＲ２、および配列番
号３に記載されるＣＤＲ３のアミノ酸配列を含む、重鎖可変ドメインと、
　　配列番号４に記載されるＣＤＲ１、配列番号５に記載されるＣＤＲ２、および配列番
号６に記載されるＣＤＲ３のアミノ酸配列を含む、軽鎖可変ドメインと、
を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項９】
　前記抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片は、
　　配列番号７に記載される重鎖可変ドメインと、
　　配列番号８に記載される軽鎖可変ドメインと、
を含む、請求項８に記載の製剤。
【請求項１０】
　前記抗ＤＬＬ４抗体またはそのＤＬＬ４結合断片の用量は、約０．１～約１０ｍｇ／ｋ
ｇである、請求項１～９のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項１１】
　週２回投与される、請求項１０に記載の製剤。
【請求項１２】
　電離放射線の最初の線量の投与後に投与される、請求項１～１１のいずれか一項に記載
の製剤。
【請求項１３】
　電離放射線の最初の線量の投与前に投与される、請求項１～１１のいずれか一項に記載
の製剤。
【請求項１４】
　電離放射線の最初の線量の投与と同じ日に投与される、請求項１～１１のいずれか一項
に記載の製剤。
【請求項１５】
　電離放射線の総線量は、約４５Ｇｙ～約８０Ｇｙである、請求項１～１４のいずれか一
項に記載の製剤。
【請求項１６】
　電離放射線は、約１．５～約３．５Ｇｙ／日の分割線量で投与される、請求項１５に記
載の製剤。
【請求項１７】
　電離放射線は、一時緩和的であり、前記電離放射線の総線量は、約８Ｇｙ～約６０Ｇｙ
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である、請求項１～１４のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項１８】
　電離放射線は、約３～約８Ｇｙ／日の分割線量で投与される、請求項１７に記載の製剤
。
【請求項１９】
　更に化学療法薬の投与と組み合わせて投与されるように用いられる、請求項１～１８の
いずれか一項に記載の製剤。
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